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倫理

前回の会議（2014年10月ニューヨー

ク会議）以降のIESBAの活動等につ

いて報告があった。そして、前回会

議の議事録については、審議を踏ま

え、一部修正することを前提に承認

された（前回の会議の報告について

は、本誌2015年１月号ニューヨーク

会議報告63頁を参照）。

また、Thomadakis氏が新議長と

しての抱負を語ったが、そのうちの

いくつかを以下に紹介する。

� 職業会計士を取り巻くいろいろ

な基準設定活動の中でも、「倫理」

こそが、最も心理状況、カルチャー、

品行・態度に焦点を当てるもので

ある。したがって、我々ボードメ

ンバーは、明示的かつ具体的に強

いパブリック・インタレスト・コ

ミットメントを持ち続ける必要が

ある。

� 我々がよく質問されるのは、

・IESBAは「必要最低限の基準」

として倫理規程を作っているの

か？・ということであるが、答え

はもちろん ・ノー・である。我々

の規程は、国際的に適用可能でな

ければならないが、だからといっ

ていろいろと異なったルールや考

え方に迎合してもよいというもの

ではない。本来質問されるべきこ

とは、・我々は、倫理実務が新し

いチャレンジに対応することが必

要な分野における現状維持を打破
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１
2014年10月ニューヨーク会
議議事録の承認とイントロ
ダクション

国際会計士倫理基準審議会
（IESBA）ロンドン会議報告

～パートナー・ローテーション変更案へのコメント分析始まる 他～

2015年１月12日から14日まで、国際会計士倫理基準審議会（InternationalEthicsStandardsBoardforAccountants

：IESBA）の会議が、ロンドンのイングランド・ウェールズ勅許会計士協会（TheInstituteofCharteredAccount-

antsinEnglandandWales：ICAEW）本部にて開催された。IESBAは、パブリック・ボードメンバー５名、監査実

務ボードメンバー９名、非監査実務ボードメンバー４名の、合計18名のボードメンバーで構成されている。2014年

３月に急逝したJ�rgenHolmquist前議長の後任として2015年の１月１日から新議長に就任したばかりのStavros

Thomadakis氏が、初めて議長役を務めた。

また、各ボードメンバーは１名のテクニカル・アドバイザーを参加させることができ、大半のボードメンバーは

参加させている。そのほか、公式オブザーバー２名（欧州委員会及び日本の金融庁から各１名）、IESBAの諮問助

言グループ（ConsultativeAdvisoryGroup：CAG）の議長及び公益監視委員会（PublicInterestOversightBoard：P

IOB）のメンバー１名、並びにIESBAスタッフや一般の傍聴者も数名参加している。今回のロンドン会議は、ボー

ドメンバー18名を含む総勢30名を超す参加者があった。

日本からは、パブリック･ボードメンバーの筆者と、筆者のテクニカル･アドバイザーの矢定俊博会員が参加した。

以下、今回の会議の概要を、進捗度合及び日本への影響度が高いと思われるテーマから順に報告する。（注：

IESBAが策定しているCodeofEthicsforProfessionalAccountantsは、本稿においては、倫理規程というまた、特に

断り書きがない限り、専門用語や参照セクション・パラグラフ等はこの倫理規程のものであって、日本の倫理規則

等のものではない。）。

国際会計士倫理基準審議会ボードメンバー 加
か
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倫理

するような原則と要求を設定でき

るのか？・ということであろう。

ダイナミックに変化する世界にお

いて、我々もまたダイナミックか

つフォーワード・ルッキングでな

ければならない。

� 我々は、可能な限り実証的証拠

に基づいて基準設定を行わなけれ

ばならない。実証可能な事実、つ

まり、絶対多数の真実こそが、我々

の審議の中心でなければならない。

IESBAは、倫理規程の現行セクショ

ン290「監査業務及びレビュー業務

における独立性」及び同291「その

他の保証業務における独立性」を改

訂する公開草案「監査又は保証業務

における担当者のクライアントとの

長期関与に係る倫理規程の一部変更

案」を、2014年８月14日に公表した

（公開草案の内容については、本誌

2014年９月号91頁のニューヨーク会

議報告を参照）。

この公開草案のコメント締切日は

2014年11月12日であり、今回の会議

ではこれらのコメントの１回目の分

析を行った（２回目の分析は2015年

４月に予定されている次回の会議に

おいて行う予定である）。以下は、

この分析の概要である。なお、日本

公認会計士協会もコメントを提出し

ている（http://www.hp.jicpa.or.jp/s

pecialized_field/main/IESBA_201420

20.html参照）。

� 寄せられたコメント

全部で77通のコメントが寄せられ

た。内訳は、IFACメンバー組織（各

国会計士協会等）35通、監査法人18

通、各国規制当局等（28か国の証券

規制当局の組織である証券監督者国

際機構（InternationalOrganization

ofSecuritiesCommissions：IOSCO）

を含む）９通、その他15通であった。

� 提案された個別の改訂内容に対

するコメントの大勢

公開草案が提案した個別の改訂内

容ごとに、寄せられたコメントの大

勢を分析すると下表のようになる。

なお、今回の会議では下表の項目

についてだけ分析、検討が行われ、

残りの項目については次回の会議で

行われることになっている。

� 公開草案に全般的に賛成のコメ

ント

今回の公開草案に全般的に賛成し

ているコメントは、１つには監査人

の独立性に関する信頼性を確立する

必要性があり、２つには、監査人は

パブリック・インタレストのために

行動し、IESBAはそれを達成するた

めに活動する必要があるという、２

つの必要性に基づいている。

� 公開草案に対する懸念のコメント

公開草案に対しては、下記の観点

からの懸念を表明したコメントも多

かった。

① 中小監査法人へのインパクト

人的資源が乏しい中小監査法人に

は５年のクーリングオフ期間の適用

は困難であり、その結果、中小監査
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２

上級職員の監査クライアン
トへの長期的関与（パート
ナー・ローテーションを含
む）（LongAssociationof
SeniorPersonnel（Including
PartnerRotation）withan
AuditClient）の公開草案に
寄せられたコメントの分析

公開草案による提案 寄せられたコメントの大勢

全般的規程の強化（290.148項） ほとんどの回答者が賛成

全般的規程は、監査チームの全ての個

人の長期的関与に関しても適用される。

ほとんどの回答者が賛成

７年の関与期間は、現行のままとする。ほとんどの回答者が賛成（ただし、

IOSCOと英国規制当局は、５年に短縮

を主張）

EPのクーリングオフ期間を５年に延長

する。

多くの回答者が反対（ただし、IOSCO

は賛成）

クーリングオフ期間の変更は、非上場

会社も含めた全てのPIEに適用される。
�４分の３の回答者が賛成

�その他の回答者は、上場会社に限定

すべきとの意見

EQCRとその他のKAPのクーリングオ

フ期間は、２年のままとする。

ほとんどの回答者が賛成

７年間のうちで一度でもEPとして関与

した場合には、５年間のクーリングオ

フが必要

�３分の１の回答者は賛成、３分の２

の回答者は反対

�反対者は、公開草案は厳しすぎる、

多様な状況に対応できない等の理由

を挙げている。また、いろいろな代

替案も提案している。

クーリングオフ期間中において、EPが

監査チームと協議をすることには、一

定の制限をする。

賛成と反対がほぼ半分

（注） EP（EngagementPartner）：業務執行社員（日本：筆頭業務執行社員に相当）

PIE（PublicInterestEntity）：社会的影響度の高い事業体（日本：倫理規則上の

「大会社等」）

EQCR（EngagementQualityControlReviewer）：審査担当社員

KAP（KeyAuditPartner）：監査業務の主要な担当社員等（日本：倫理規則上も

同じ表現）
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法人はPIEの監査市場から締め出さ

れてしまう等のコメントが、中小監

査法人のみならず大手監査法人等も

含めた幅広い分野から寄せられた。

② 監査の品質へのインパクト

多くの回答者、特に中小監査法人

は、クーリングオフ期間を５年に延

ばすことによって、PIEのEPとして

の必要な研修を受けて専門的なスキ

ルを持ったパートナーを見つけるこ

とが難しくなるとコメントしている。

③ 制度変更の必要性に関する実証

的裏付けの欠如

多くの回答者は、IESBAは、現在

の規程が現実に不適切であるか否か

にかかわらず、改訂しなければなら

ないという観念にとらわれすぎてい

るとコメントしている。また、実証

性テストによって改訂の必要性（特

に、クーリングオフ期間を５年に延

長）を裏付ける証拠が、公開草案に

は提供されていないと指摘している。

④ 各国制度との調整

多くの回答者が、提案されている

規程と異なる制度を導入している国

や地域においては、両者間の調整が

複雑で難しいとコメントしている。

特に、欧州連合（EU）においては、

近年クーリングオフ期間を２年から

３年に延長したばかりであり、かつ、

2016年からは強制ファームローテー

ション制度が導入されるため、非常

に複雑であると懸念している。

⑤ 原則主義アプローチからの乖離

数名の回答者は、倫理規程という

のは、本来、ハイレベルの目的に即

した原則主義であるべきにもかかわ

らず、公開草案の提案によると、原

則主義からますます乖離して細則主

義になっていくとコメントしている。

詳細な規定は、各国・地域の法律や

規則に委ねるべきであるとも指摘し

ている。

⑥ 適用の複雑性

数名の回答者は、公開草案の提案

により、規程の内容がますます複雑

になり、実務的ガイダンスや設例が

ないと適用が難しい（特に、中小監

査法人にとって）とコメントしてい

る。

� EPのクーリングオフ期間を５

年に延長

前述のように、EPのクーリング

オフ期間を５年に延長する提案に対

しては、多くの回答者が反対のコメ

ントを寄せた。それらの主な理由は、

上記�「公開草案に対する懸念のコ

メント」に記述されている。

そこで、今回の会議において、と

りあえず、現時点における全ボード

の意見を聞いたところ、公開草案の

提案に賛成（条件付きを含む）する

ボードと、それ以外の案（例えば、

３年等）を支持するボードの数が拮

抗した。

� 今後の予定

次回の会議において、残りのコメ

ントの分析と検討を行う。いつ最終

基準にできるかは、コメントの量が

多いことと内容が多岐にわたるため、

これらの審議にどのぐらいの時間が

かかるかによる。

IESBAは、2014年５月に公開草案

「監査クライアントのための非保証

業務に係る倫理規程の一部規定の変

更案」を公表した（コメント締切日：

2014年８月18日）。

公開草案には、主に次の３つの改

訂案が含まれていた（それぞれの詳

しい内容は、本誌2014年７月号91頁

のトロント会議報告を参照）。

� 会計帳簿の記帳代行及び税務業

務に関する緊急例外規定の削除

� 非保証業務の提供に関する経営

者の責任の明瞭化及びセーフガー

ドのガイダンスの追加

� 会計記録及び財務諸表の作成に

関する規定の「定型的又は機械的

な」という表現の明瞭化及びガイ

ダンスの改善

前回の会議では、この公開草案に

寄せられたコメントの分析と検討を

行った結果、多くのコメントは、公

開草案の内容に概ね同意するもので

あり、表現振りや字句の修正以外で

は大きな変更をする必要がないこと

が確認された。

しかし、事務サービス（adminis-

trativeservices）と定型的又は機械

的な作業 （routineormechanical

tasks）との関係を明確にする必要

があるとの指摘があり、今回の会議

で改めて審議した結果、多少の字句

修正をした上で、ほとんど公開草案

に即した内容で最終基準化すること

が決定された。

このプロジェクトの2012年公開草

案に寄せられたコメントの分析と、

それらへの対応方針をまとめた

FeedbackStatementについて、世界

中の市場関係者から広く意見を聞い

て再公開草案を起草する方針を固め

る目的で、2014年に、ラウンド・テー

ブルが香港、ブリュッセル及びワシ

ントンで開催された。

前回の会議では、これらのラウン

ド・テーブルの結果を踏まえて変更

されたプロジェクト・フレームワー

クと、それに基づいて作成された新

しい規程案が審議された（新しい規
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３
非保証業務（Non-Assurance

Services）

４
違法行為への対応 （Re-
spondingtoNon-Compliance
withLawsandRegulations）
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程案の主な内容については、本誌

2015年１月号63頁のニューヨーク会

議報告を参照）。

今回の会議では、前回の会議で出

されたボードの意見及び市場関係者

各グループとの意見交換等で出され

た意見等をもとに、タスクフォース

が見直しを行った規程案を審議した。

今回提案された主な変更点は、次

のものである。なお、これらは、主

に会計事務所等所属の職業会計士を

対象にしたセクション225の内容で

あるが、企業等所属の職業会計士を

対象にしたセクション360にも、そ

れらに対応してほぼ同じような変更

が行われるので、ここでは説明を省

略する。

� このセクションの目的（Pur-

poseandobjectives）

国際監査基準（ISA）250号「財務

諸表監査における法令の検討」との

関連性や経営者の責任との関係を明

確にするように、法令違反の例を加

えたり表現振りを改めた。

� このセクションの範囲（Scope）

ISA250の範囲との関係を明確に

するように、より詳しい例を加えた

り、文章の表現を改めた。これによ

り、財務諸表に直接影響を与えない、

より範囲の広い法令違反（第２のカ

テゴリー）も対象になることを明確

にした。

� 重要性規準の取扱い

法令違反の範囲及び特定の手続を

行うか否かを決める際の重要性規準

（Clearlyinconsequential）の取扱い

については、今まで何回も議論の対

象になってきた。今回は、他のもの

と合わせて、これはセクションの範

囲外であることを明確することにし

て、次のようなパラグラフを新設す

ることが提案された。

� 非保証サービス提供における取

扱い

監査クライアントに対して非保証

サービスを提供している時に法令違

反を感知した場合は、同じ法人の監

査担当パートナーに通知するか否か

を検討しなければならない。また、

場合により、然るべき監督当局（ap-

propriateauthority）等クライアン

トの外部にも通知することの検討も

しなければならない。しかし、この

ような状況は守秘義務との関係で非

常にセンスティブであり、判断が難

しいので、法的制約が強いフォーレ

ンジック・サービス等を含めた、よ

り詳しいガイダンスを加えることが

提案された。

� 意思決定プロセスのフローチャート

職業会計士は、このセクションの

規定に従って、どのような判断で更

なる適切な行動（furtheraction）を

取るべきか、最終的に第三者に開示

するべきか、あるいは契約を解除す

るべきか等の決定に至るプロセスが

非常に複雑であるため、それらのプ

ロセスをフローチャートにした設例

が提案された。基本的には有用性が

高いと評価されたが、改善すべき点

も指摘された。さらに改善した上で、

これを再公開草案の一部として公表

するかどうかは、今後、検討するこ

とになった。

以上を含む今回の変更提案の大き

な方向性については、大方のボード

メンバーから支持を得ることができ

た。しかし、細かな点や文章表現に

ついてはいくつかのコメントがあっ

たので、それらについては、今後、

タスクフォースで検討した上、次回

の会議で修正提案をし、審議の結果

によっては再公開草案を決議する予

定である。

2012年２月に設定された倫理規程

PartCの見直しプロジェクトでは、

以下の領域を優先的に検討すること

とされている。

� 経済取引について、忠実に表示

する財務報告の作成及びその関連

事項に対する企業等所属の職業会

計士（ProfessionalAccountantsin

Business：PAIB）の責任

� PAIBが、非倫理的行為又は違

法行為に関わることの上司からの

プレッシャー

� 便宜を図ってもらうための支払

金、賄賂

これまでの議論を受けて、フェー

ズを２つに分け、第一フェーズを、

セクション300（導入）、同310（潜

在的な相反）、同320（情報の作成及

び報告）、同330（十分な専門知識を

備えた行動）及び同340（金銭的利

害）とする。なお、セクション320

のうち、他者からのプレッシャーへ

の対処については、新しいセクショ

ン370（基本原則への違反のプレッ

シャー）を設けることとした。また、

第二フェーズをセクション350（勧
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［パラグラフ225.7］ このセクショ

ンは、次のものを扱わない。

� 明らかに些細な（Clearlyincon-

sequential）法令違反

� クライアントの事業活動には関

連しない個人の法令違反（私的犯

罪等）

� 契約しているクライアント（経

営者等を含む）外における法令違

反（例えば、デューデリジェンス・

レビューにおける、被買収会社に

おける法令違反）

５
倫理規程PartC（企業等所
属の職業会計士に関する規
程）の見直し
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誘）とした。

前回の会議においては、上記のう

ち、第一フェーズの部分についての

公開草案の内容を決議し、2014年11

月24日に公開草案「IESBA倫理規程

PartCの改訂案」が公表された（コ

メント締切日は2015年４月15日。な

お、公開草案の内容の概要について

は、本誌2015年１月号63頁のニュー

ヨーク会議報告を参照）。

今回の会議においては、第二フェー

ズのセクション350（勧誘）の改訂

についての検討を始めた。まず、タ

スクフォースから、今後、次のよう

な項目を検討してはどうかとの提案

が行われた。

� 検討項目についての全般的な内容

� 便宜 （Advantage） の申し出

（Offering）及び受入（Accepting）

� 便宜の申し出の動機は何か？

� 便宜の申し出及び受入による阻

害要因及びリスク

� 便宜の申し出又は受入に関して

検討すべきこと（阻害要因とセー

フガード、PAIBへのガイダンス等）

� 全てのタイプの便宜の適切な定

義（助成金の支払いを含む）

� 助成金（Facilitationpayment）

の取扱い。国や地域によっては、

このような支払いは賄賂（Bribes）

や違法行為とみなされるが、そう

でない所もある。

� 賄賂や贈収賄（Corruption）等

に関する各国の法律枠組み（Legal

framework）

今回は初めての審議であったため、

あまり深い議論にならなかったが、

このセクションに関しては便宜や違

法な支払い等に関する似たような言

葉が多く出てくるので、規定作成上

からも、また、翻訳の困難性の観点

からも、これらの言葉の定義を適切

に定めてほしいとの意見が多かった。

倫理規程の構成見直しプロジェク

トの目的は、IESBAの倫理規程の明

瞭化及び利便性の改善方法を特定し、

それによって、 倫理規程の適用

（adoption）、効果的な履行及び一貫

した適用を促進する方法を検討する

ことである。

今後、公開草案を開発するのに先

立って、市場関係者に、このプロジェ

クトの内容と方針を説明してコメン

トを求めるために、コンサルテーショ

ン・ペーパー（CP）「IESBA倫理規

程の構成の改善」が、2014年11月４

日に公表された（コメント締切日：

2015年２月４日。日本公認会計士協

会のコメントについては、協会ウェ

ブサイトを参照（http://www.hp.jic

pa.or.jp/specialized_field/main/iesba

iesba.html）。また、CPの内容の概

要については、本誌2015年１月号63

頁のニューヨーク会議報告を参照）。

今回の会議では、このCPの次の

内容について、さらに審議を行った。

� IESBA倫理規程の名称変更につ

いて

CPに含まれている質問の１つは、

現在、「職業会計士の倫理規程」

（TheCodeofEthicsforProfessional

Accountants）というタイトルに使わ

れている規程（Code）を基準（Stan-

dard）に置き換えて、例えば、「国

際基準」（InternationalStandards）

に名称変更することについての意見

を求めている。その理由は、現在の

規程は比較的自己完結し、明確な要

求事項が含まれているので「基準」

としての重要な要件を満たしており、

このように、新たな名称（ブランド）

を使うことによって、倫理規程を幅

広く認知させ、執行可能性を高める

ことができる。

今回の審議においては、ブランド

変更のメリット、デメリットや、例

えば、独立性に関する規定だけ部分

的に基準に変える考え方等について

も議論されたが、特に結論には達し

なかった。

� 言葉の定義について

現在、IESBA倫理規程とISAで同

じ言葉がいくつか使われているが、

それらの定義が両者において異なる

ものがある。例えば、ファーム、独

立性、保証業務、品質管理レビュー、

財務諸表、特別目的財務諸表、レビュー

業務等である。これらの定義は、言

葉によっては完全に一致させるか、

又は使用目的が異なる場合は部分的

に整合させる等の対応をしていくこ

とになった。

� その他

倫理規程の編成の見直しやナンバ

リング、ドラフティング・コンベン

ション（規定の構成、書き方、参照

の仕方等に関するルール）、エディ

ターの採用、規程の電子化等につい

て審議した。

次回の会議でCPへのコメントの

分析、検討を行い、それに基づいて

順次公開草案の作成作業を始める予

定である。

これは、IESBAの「2014年－2018

年戦略及び活動計画」に盛り込まれ

ている計画の１つであり、倫理規程

のうち、非保証サービスに関連する

「セーフガード」の適切性及び効率

性のレビューを行うというプロジェ

クトである。
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６
倫理規程の構成（Structure

oftheCode）の見直し

７
倫理規程におけるセーフ
ガードの見直し（Reviewof
SafeguardsintheCode）
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今回の会議では、このプロジェク

トの範囲、目的及び検討項目等につ

いて、次のようなプロジェクト提案

が行われた。

� プロジェクトの範囲

� セクション100「基本原則：総

則」の中のサブセクション「阻害

要因とセーフガード」

� セクション200「会計事務所等

所属の職業会計士：総則」の中の

サブセクション「阻害要因とセー

フガード」

� 独立性に対する概念的枠組みア

プローチの適用（パラグラフ290.

100及び290.101）

� 監査クライアントに対する非保

証業務の提供（パラグラフ290.

154～290.216）

� セクション290「監査及びレビュー

業務における独立性」への改訂に

対応するセクション291「その他

の保証業務における独立性」の変

更

� プロジェクトの目的

概念的枠組みアプローチの適用に

おける、セーフガードの定義、内容、

役割等を明確にして、その適切性及

び効率性を評価した上で必要な改善

を提案する。

� 問題となりそうな主要課題等

� 阻害要因とセーフガードの直接

的な関係は適切か、追加する又は

削除すべき既存のセーフガードは

ないか。

� セーフガードは、基本原則の遵

守の阻害要因を、消滅又は許容可

能なレベルまで削減できるのか。

� タイムテーブル

2016年１月の会議で公開草案を承

認し、2017年１月の会議で最終基準

を承認する。なお、関連性のある倫

理規程の構成プロジェクトの進捗状

況と合わせながら進めていく必要が

ある。

以上の提案を審議した結果、正式

にプロジェクトとして発足し、タス

クフォースを組成することが決定さ

れた。

今回の会議では、次の３つのプレ

ゼンテーションが行われ、その内容

について活発な意見交換が行われた。

� 米国（AICPA）におけるIESBA

倫理規程へのコンバージェンスの

状況及びSEC/PCAOBルールとの

関連性等

� カナダにおける倫理基準設定の

歴史的変遷及びIESBA倫理規程へ

のコンバージェンスの状況等

� EUにおける最近の法定監査改

革の概要と実務に与える影響

なお、次回の会議では、日本、オー

ストラリア、シンガポールが、

IESBA倫理規程へのコンバージェン

スの状況等についてプレゼンテーショ

ンすることが予定されている。

次回は、2015年４月13日から15日

の間、ニューヨークで開催される予

定である。
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８
緊急課題及びアウトリーチ
（EmergingIssuesandOut-
reach）

９ 次回の会議予定

＊必須研修科目「職業倫理」研修

教材

教材コード Ｊ０１００９８

研修コード １００１

履 修 単 位 １単位
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